
 

出前型一時保育のご案内 

 

『茨木市立こども支援センター出前型一時保育』利用登録団体が主催する講演会・講座等に保護者が参加す

る場合、お子様（乳幼児）の一時保育を行います。 

 ※参加者個人ではなく、主催団体による申請が必要です。 

 

《利用条件》 

《登録申請》 

左図より『【出前型一時保育】利用団体登録申請書』からご登録ください。 

活動内容が分かる資料があれば添付してください。 

※登録は当該年度の３月３１日まで有効。 

※茨木市外の団体、営利団体、宗教団体、政治活動目的の団体は対象外です。 

           ※登録期間は当該年度４月１日からとなります（４月早期に利用する場合は要相談） 

《利用申請》 

① 申請前に、保育室を確保（利用時間の前後３０分を含む）してください。 

 

②           

保育が必要と思われる場合、左図より仮予約を行ってください。 

（保育が不要になった場合は、裏面問い合わせ先までキャンセルを申し出てください。） 

 

 

                 

③                利用日 7日前までに、一時保育が必要なこどもの保育年齢及び人数を確定  

の上、本予約として左図より利用申請書・名簿等の入力を行ってください。 

 

 

 

④ 利用申請が承認されましたら、『【出前型一時保育】利用決定通知書』・『【出前型一時保育】完了報告書』・ 

利用者様への案内文を郵送にて通知します。 

※利用日７日前を過ぎると、予約内容の変更はできません。やむをえず欠席者が出た場合は、速やかに 

裏面問い合わせ先までご連絡ください。 

 

※利用受付は１日につき３件まで（先着順）です。 

利用日時 月～金曜日 午前９時～午後５時（祝日、１２月２８日～翌年１月４日は除く） 

利用時間 
２時間以内 

※保育受け入れは講座開始時刻１０分前から、迎えは講座終了後１０分以内。 

利用回数 年間４回 

開催場所 

福祉文化会館、公民館、いのち・愛・ゆめセンター、コミュニティセンター、 

上中条青少年センター、市民総合センター（クリエイトセンター）、 

男女共生センターローズWAM、生涯学習センターきらめき、文化・子育て支援複合施設 等 

（※茨木市立こども支援センター 一時保育室で保育を行う場合は、おにクルイベント保育のご案内をご覧ください。） 

対象年齢 講座等に参加する保護者が養育する１歳から小学校就学前までの幼児 

利用人数 １5人以内 

利 用 料 
１人あたり：６０分まで１００円、９０分まで１５０円、１２０分まで２００円 

※保育開催場所において、こども支援センター職員が保育対象者から徴収します。 

 

仮予約 

利用申請 名簿等入力 

 

利用団体登録 

利用申請 

https://logoform.jp/form/2Qoq/429053
https://logoform.jp/form/2Qoq/433436
https://logoform.jp/form/2Qoq/417369
https://logoform.jp/form/2Qoq/454444


 

 

 

《おもちゃと必要書類の受け渡し》 

・保育実施に伴い、貸出おもちゃと保育当日に必要な書類等をお渡しします。 

利用日の前日におにクル一時保育室（M２階）まで取りに来てください。 

 ※来所前にご連絡ください。 

  ※おもちゃが不要な場合は申し出て下さい。書類のみの受け取りと返却になります。 

 

≪当日のお願い》 

 ・郵送にて通知した完了報告書の名簿と当日参加の予定者に相違がないことを確認してください。 

  個人情報になりますので、保育室で保育士に手渡しをお願いします。 

 

・保育中のお子様に怪我や体調不良が生じた際は、主催者あてにご連絡をさせていただきますので、速やかに

保護者に連絡してください。 

※当日の連絡先に変更がある場合は必ずお知らせください。 

   

・講座等開始時刻３０分前までに保育ができるよう机・椅子などの片付けお願いします。 

保育士は、講座等開始時刻の３０分前には、保育室へ集合し、打ち合わせを行います。 

おもちゃは講座等開始時刻３０分前までに保育室へ搬入してください。 

 

・講座等開始時刻１０分前から保育の受け入れを開始します。 

 

・保育受け入れに合わせて利用料の徴収はこども支援センター職員が出張して対応します。 

 

・当日に利用のキャンセルがあったときは、業務委託業者である株式会社明日香（TEL：070-4560-8883）

と現場保育士それぞれにキャンセルした利用者の氏名を伝えてください。 

 

・講座開始時刻を過ぎても利用者が保育場所に来ないときは、主催者から連絡を取り出欠を確認してください。 

連絡が取れない場合、講座開始時刻から20分以内に到着しなければ、キャンセル扱いとします。 

 

 ・保育終了後、保育士が必要書類を記入しますので、『完了報告書』『業務記録』の内容をご確認いただき、 

サインまたは押印をお願いします。 

また、利用日翌日の午後４時までにおもちゃと書類等を返却してください。 

（事前に来所時間をご連絡ください） 

 

※おもちゃが不要な場合は事前に申し出てください。書類等のみの受け取りと返却になります。 

 

 

 

問合せ先 株式会社明日香 大阪営業所 電話０６－６１５５－７７５５（９時～１８時） 

※本事業は株式会社明日香に業務委託しています 
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